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度目
犯罪情勢

刑法犯
-一~ H25 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4 前年比

認知件数 19， 726 17，550 15，178 14， 112 13，346 11，247 10，322 8，560 7，410 7，647 237 

総 数 検挙件数 6，048 5，395 4， 865 4，557 5，717 4，964 3， 829 3，591 3，421 2，953 -468 

検挙察側) 30.7 30. 7 32. 1 32.3 42.8 44.1 37. 1 42.0 46.2 38.6 一7.6

認知件数 131 115 91 98 85 98 77 71 97 93 4 

重要犯罪検挙件数 80 86 74 95 80 85 73 71 87 92 5 

検挙率(首) 61.1 74.8 81. 3 96.9 94.1 86. 7 94.8 100.0 89.7 98.9 d 
認知件数 2， 687 2，342 2，085 1，947 1; 681 1， 197 1，268 1，015 750 日40 90 

重要窃盗犯 検挙件数 1，308 1， 381 1，287 1，068 1，412 997 924 609 690 324 -366 

検挙準(出) 48. 7 59.0 61.7 54.9 84.0 83.3 72.9 60.0 92.0 38.6 53.4 

略取誘拐及び人身売買をい放火、強制わいせつ、強制性交等、強盗、人殺
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特殊詐欺(暫定値)2 

前年比R4 R3 R2 R元H30 H29 H28 H27 H26 H25 

32 142 110 122 79 107 205 164 126 103 107 数千平空自認

18，380 19，2501 37，630 11， 8401 42， 820 38，960 30，550 63，140159，2801 51，960 57，880 円万額害被
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特殊詐欺とは、オレオレ詐欺、預貯金詐欺、架空料金請求詐欺、融資保証金詐欺、還付金詐
欺、金融商品詐欺、ギャンフツレ詐欺、交際あっせん詐欺、その他特殊詐欺、キャッシュカード
詐欺盗をいいます。
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び特別永住者)、在日米軍関係者及び在留資格不明者を除いた外国人をいいます。
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匿 図
犯罪対策

1 総合的な犯罪対策の推進
(1) 刑法犯認知件数の推移
ア 認知件数は平成21年以降減少していたが、令和4年は増加(前年比+237件)
イ 総数に占める割合の高い窃盗犯も平成21年以来の増加(前年比+307件)
ウ 窃盗犯のうち、手口別では、空き巣、出j吉荒し、自転車盗等が増加

手fl]>去事ß2!えてß;;;嘉革主主事ß~i忍矢口 f牛養生(0コ幸雀事多 (起塾受圭 10~三〉
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(2) 対策
ア 発生が多い時間帯・場所等を分析し、制服警察官等によるパトロール活動を強化
イ 交番・駐在所のミニ広報紙、県警ウェブサイト等の各種広報媒体を活用した

地域安全情報の発信による防犯意識の向上
ウ ショッピングセンターや露関前等における広報啓発活動の実施
エ 「子ども安全・安心の底J認定事業所拡充による通学路の安全確保

2 特殊詐欺対策の推進
(1) 特殊詐欺認知件数の推移
ア 特殊詐欺認知件数、被害額は、平成30年以降増減を繰り返し、令和 4年は
増加(前年比+32件、+約 I億8，380万円)

イ 令手口 4年中、被害者に占める高齢者 (65歳以上)の割合は約 8割

特殊詐欺認知件数及び被害額の推移〈過去10年〉
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(2) 対策
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ア 巡回連絡を通じた高齢者世帯に対する注意喚起や自動通話録音警告機等の利用
促進

イ 高齢者と接する機会の多い事業者(宅食事業者、乳製品配達事業者等)と連携
した広報啓発の実施

ウ 金融機関と共同した注意喚起広報の実施及び特殊詐欺被害防止対策会議の開
催等水際対策の強化



匿回

交番掴駐在所の建替整備の推進と再編整備に係る基本方針等の公表

1 建替整備の推進

(1 ) 令和 4年度

駐在所の建替整備(5施設)
ひるお みやもと なんかい あたしか ひらた

昼生(亀山) ・宮本(伊勢) ・南海(伊勢) ・新鹿(熊野) ・平田(伊賀)

(2) 令和 5年度(予定)

ア 駐在所の建替整備(3施設)
いしぐれ おおみつ うだ

石樽(いなべ) ・大三(津南) ・有田(伊勢)

イ 駐在所の長寿命化(3施設)
あがた かゆみ とちはら

県 (四日市西) ・粥見(松阪) ・栃原(大台)

[有国駐在所の外観、外援の剥がれ1
2 再編整備に係る基本方針等の公表

施設の現況や再編整備に関する基本方針を公表することで、再編整備の必要性

や再編整備後の治安維持対策等について県民の皆様に理解を深めていただ、き、施

設の整備をより適切かつ円滑に推進します。

(1) 交番・駐在所の現況

ア 全警察署 (18施設)の経過年数

イ 金交番・駐在所 (196施設)を経過年数に応じて分類した一覧表

( 2) 交番・駐在所の再編整備に係る基本方針

ア 基本方針の策定目的

イ 地域警察官の役割と交番・駐在所勤務

ウ 駐在所勤務の現状

エ 交番・駐在所の再編整備による現場執行力の維持・向上

オ 再編整備をする施設の選定

カ 再編後の対策(例)

キ 再編後の地域の声

ク 交番・駐在所の再編整備に係る基本方針Q&A

(3 ) 公表の方法

令和 5年 2月27日、三重県警察ホームページ f警察からのお知らせj に掲載

岡田、報道発表を実施



交番・駐在所の現況

※施設の経年{玄、4月1日に更新しています.

4 



交番・駐在所の再編整備に係る

基本方針の策定目的
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こうした変佑を踏まえて・.

老朽化した交番・駐在所の建替繋痛、再編整備を推進し、交番ー駐在所を持続的に機能させます!

警察官の適正配震を図ることで治安情勢に的確に対応し、県畏の安全・安心を確保します!

5 



2 地域警察の役割と交番・駐在所勤務

ω 地域警察の任務

交替・駐在所に勤務する警察官は、地域住民の意見・要望に応え、

パトロールや巡由連絡等を通じて、地域の実態を把握した活動を行う

ととちに、あらゆる警察事象に即応する活動を行っています。

(お交替・駐在所勤務

交替

勤務員によミ524時間勤務(三交替制)を行います。

日中は相談員が在所しています。

駐在所

原則、勤務員が施設に居住し駐在制勤務 (8:30"-'17: 15)を行います

3 駐在所勤務の現状

6 



4 交番・駐在所の再編整備による現場執行力
A盤宣言青:?t昆批L‘皇室牽との事鍾整鍾春婁簸Lを重量舎のー銀

B交番の勤務になった。
A駐在所管内の治安ち

しっかり守るぞ E

管

医藍酉 審車宮:1名居住

勤務時間:田中のみ
移動手段:単車

曹察官吏替制による複数勤務
動指時間 Z基盤盤
轄勤手段パト力
その他相談員間獅{田中)

謡静漏

5 再編整備をする施設の選定

7 



6 再編後の対策(例)

再編整備を実施した場合也、以下の対策を実施ず苔ごとで 越盟理霊謀、

変わらずに地域の安全・安心を確保します! ‘国道伊V

7 再編後の地域の声

再編整備を実施した地域の皆さんから、次のような声をいただきました。

0 統合先の駐在所員が積極的に活動してくれて非常に助かっている。

O 旧駐在所前で交通耳賄事りをしてもらっており、ありがたい。

0 統合後ち交番の人が地域の会合に出席してくれて、ありがたく思っている。

0 パトカーが巡回するのをよく見かけるようになり感謝していあ

0 統合後ちしっかりパトロールしてちらっている。

0 交番と統合されて夜間の警戒力が上がり嬉しい。

0 駐在所がなくなって寂しい。

0 近くの警察施設がなくなり、治安に対する不安を感じ否。

8 
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$駐在所がなくな位、地区を担当してもらう警察官がいなくなるのでは?

@再編先の交 醤 駐 間 員 が 号iき続き脳すあため、これまでと変わらず、巡回連絡や各種活動
を行います。

ァ言怒慈鶴翠翠

毛主再編ぜずに駐在所に警察官を壊やして、複数勤航すれば樹子力の向上になるのでは?

@限られた警察官を効果的に闘す否ための措置ですのでご醜いただきたいと思います。

一一一…e一一一一一一一一← ー叩一一ーで?一一一円一一電器
老朽化した施設は、全て再編裳偏されるのか?

可覇軍Y

官¥老朽化した施設は、再編整備を検討します。警察官を効巣的に運用すること力、可能となり、治
喝彦安維持に資すると判断した場合は、再編整備を進めます。

$再編整備はいつから始まるのか?

f五九令平日4年4月に4施設の再編整備を実施しており、今後ち継続して再編整備等を検討していき
喝S ます。

J 



匿回
交通安全対策

1 令和4年中の交通事故情勢

0令和4年中の交通事故情勢は、要E者数は60人で前年と比較して2人減少しましたが、

人身事故件数、負傷者数は増加しました。

区分 令和4年 令和3年 増減 増減率

人身事故件数 2，917件 2，722件 195 7.2% 

|死亡事故件数 59f'牛 59件 +0 +0% 

死傷者数 3， 698人 3， 400人 298 8.8% 

死者数 60人 62人 -2 
ー'ーーー--・圃『骨四ー ー且』ー四回・ーー“-3.2% 坦

負傷 者数 3， 638人 3，338人

0令和4年中の死亡事故 (59件60人)の内訳を見ると、

①高齢死者が約 7寄l
②歩行中及び自転車乗用中が約 5割
③第一当事者の年齢層別では高齢運転者が約4叡

という傾向が認められます。

| 死亡事故の特徴|

φ 死亡事故 59{'牛 。死者

300 9.0 

60人

0事故類型別 0高齢死者 41人(68.3出)( l人)

人対車両 21件 (:t 0件) 自動車乗車中 17人 3人)

車両相互 19件 (-1件) 二輪車乗車中 2人 (-4人)

車両単独 17イ牛 (-1件) 自転車乗用中 5人 (:t 0人)

0道路形状別 歩行中 17人 2人)

交差点 21件 (-2件) 0交逮弱者 29人(48.3国)(-2人)

単路 32{'牛 (-1件) 自転車乗用中 8人 (-2人)

0原付以上第一当事者事故 52件 歩行中 21人 (土 0人)

高齢運転者 23件 ( 4件) うち夜間 13人 (-1人)

若年運転者 6r牛 1件) うち反射材着用 l人
飲酒運転 4件 3件) 0自動車乗車中要時 25人 3人)

うちシ}トベルト非着用 B人

(件)
12.000 

交通事故件数等の推移(各年末) (人)
120 
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2 改正道路交通法の主な概要と警察の取組
(1) 令和4年5月13日施行
0高齢運転者対策

高齢運転者対策として導入された、運転技能検査及びサポートカー限定免許制
度については、令和4年末現在で、運転技能検査は1， 041人が受検し、サポート
カー限定免許の申請は 1件でした。

運転技能検査実施状況
区分

施行-R4末現在 I 37，896人

警察では、高齢運転者対策として、引き続き本制度を効果的に運用するととも
に、自治体等と連携し、運転免許証を自主返納しやすい環境整備を進めます。

(2) 令和5年4月1日施行予定
0自転車ヘルメットの努力義務
現行の道路交通法では、 13歳未満の子供が自転車に乗る場合、保護者がへ/レメット

をかぶらせる努力義務となっていますが、今回の改正で自転車に乗る全ての人に
着用する努力義務が加わります。
県内の自転車関連の人身事故を年齢層別で見てみると、高齢者に次いで、高校生が

当事者となる事故が多く発生しています。
こうしたことから、将来、本格的に交通社会に参加することとなる高校生を

セーフティパイシクルリーダーに委嘱し、自転車の安全利用を意識付ける活動を
推進しています。

0遠隔操作製小型車(自動配送ロボット)の交通方法等
自動配送ロボットとは、原動機を用いて自律的に走行

させるシステムを有し、人や物の運送に供するロボット
を指します。
通行場所は歩行者と同じで、運行させる場合は、公安

委員会への届出が必要となります。
警察官等は、危険防止のため、停止、移動させること

ができるほか、使用者が法令に違反したときは、必要な
指示を行うことができます。

(3) 令和 5年7月1日施行に向けて準備が進められているもの
0電動キックボード等の交通方法等
電動キックボード等については、現行法上、原動機付自転

車と区分されていますが、性能上の最高速度が自転車と同程
度であるなど一定の要件を満たす場合は、

0運転免許を要しない

016歳未満の者の運転を禁止する
O へ/レメットの着用は努力義務

となりま寸。
警察では、道路交通法の改Eにより定められた電動キックボード等の交通ルー

ノレが県民に周知されるよう、積極的な広報啓発等を行うとともに、悪質・危険な
違反行為に対する指導取締りを徹底することとしています。
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G7三重・伊勢志摩交通大臣会合に向けた取組
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[警護訓練] [NB Cテロ対策合同訓練]
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{不審者対応・避難誘導訓練} [マグネットシート]
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[有識者による講演]
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監函
警察における働き方改革

「三重県警察における次世代育成支援と女性活躍推進のための取組計画j に基づ

き、全ての職員がその個性と能力を最大限に発揮して活躍できる職場環境づくりを

推進しています。

1 仕事と生活の調和に向けた教組

職員の意識改革、業務の合理化、働く場所や時間の柔軟化を進め、時間外勤務

の縮減、休暇の取得促進といった職員のワークライフバランスを推進しています。

[時間外勤務状況(職員 1人当たり)1 
年 度1H29 1. H初 IR 1 I R 2 I R 3 I R 4 (12劇

※会計年度で算出。 R4は12月末現在の数値。

[年次有給休暇取得状況(職員 1人当たり)1 
年中IH29 

年ま有給体車(S) 

※暦年で算出。

2 子育てや介護と両立して活躍できる職場づくり

119.9 

仕事と子育て・介護の両立を支援する制度を周知して、各種制度を利用しやす

い雰囲気を醸成するとともに、育児休業を取得した職員の円滑な職場復帰に向け

た支援を行うなど、仕事と子育て・介護を両立して活躍できる職場づくりを推進

しています。特に、男性職員の育児休業等の取得を一層促進するため、令和4年

4月に取組計画を改正し、 「男性職員の配偶者出産休暇及び育児参加休暇の日数に

育児休業をする期間を合わせ、おおむね1か月以上取得した割合を20%以上」の

巨標を設定し、推進したところ、令和4年度は12月末現在の目標に対する取得率が

19.8% (前年比十13.1 P) となりました。

[男性職員の育児に関する休暇の完全取得率及び育児休業の目標に対する取得率]

年 度 ト;29 H30 R1 R2 R3 R4 (12末)

間参加柑(同) 18. 8 77.9 97. 8 81. 1 

配備出産糊(軸) 13.8 67.5 91. 1 94.8 

間体業等(同) 。 1. 1 1.3 2.6 6. 7 19.8 

※会計年度で算出。 R4は12月末現在の数値。

3 女性の採用 E 登用の拡大とキャリア形成支援

女性警察官の採用を拡大し、全警察官に占める女性の割合は、令和4年4月1日

時点で、 12.1%(全国 3位)となっています。女性専用の仮眠室やトイレ等の施

設の充実を図るとともに、これまで女性職員の配置がなかったポストに積極的に

女性職員を配置しているほか、倍々の女性職員の能力や

適性、家庭環境を踏まえた、最大限の活躍が期待できる

適切な人事配置を推進しています。また、女性職員に適

切なキャリアパスをイメージできるよう研修を開催する

などして、仕事に対するモチベーションの維持と昇任意

欲の向上を図っています。
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